
求職の条件

時間以上

住所 富士見市

氏名

児童名

児童との続柄

【求職活動者】

　（宛先）　富士見市長

求職活動予定期間

求職活動申告書兼誓約書

令和　　　年　　月　　日　　

※求職活動を理由とする認定期間以降も、預かり保育の無償化の対象となるには、

私の求職活動は、上記のとおり相違ありません。

※新たに就労理由で申請した場合の認定開始期間は就労開始日です。

　就労理由で新たに申請が必要です。

　　　　　　年　　　月　　　日　　～　　　　　　年　　　月　　　日

月あたりの勤務時間

※保育の必要性が認定されるためには、月６４時間以上の就労を常態としている必要があります。

※求職活動での認定期間は最長３か月です。


